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午前１０時０３分 開議

（出席議員数１６名）

────────────────────

開 議 宣 告

────────────────────

これより、本日の会議○議長（中元優君）

を開きます。

────────────────────

会議録署名議員の指名

────────────────────

本日の会議録署名議員○議長（中元優君）

には、

佐々木 優 君

日 里 雅 至 君

を御指名申し上げます。

────────────────────

議会運営委員会報告

────────────────────

本定例会の運営に関し○議長（中元優君）

て、議会運営委員会より報告を願います。

議会運営委員長横山久仁雄君。

－登壇○議会運営委員長（横山久仁雄君）

－

議会運営委員会より、２月２７日本会議終

了後、委員会を開催し、一般質問予定者の減

少に伴う運営日程の取り扱いについて審議を

行いましたので、その結果を御報告申し上げ

ます。

昨日の定例会運営日程審議で、一般質問は

２日間と決定し、質問者６名を予定していた

ところでありますが、昨日、一般質問予定議

員の中で１名の議員が緊急入院により、一般

質問が困難な状態が生じました。

このことから、申し合わせ事項である１日

５名以内の質問者数の範囲となり、急遽協議

を行い、一般質問の日程は３月８日、１日と

し、３月７日は議案調査のため休会、３月８

日を本会議４日目に、３月１０日、３月２０

日をそれぞれ本会議５日目、本会議６日目に

変更することで意見の一致を見ましたので、

定例会運営日程の変更を願いたく御報告申し

上げます。

お諮りをいたします。○議長（中元優君）

ただいま、議会運営委員長より報告のとお

り、３月７日は議案調査のため休会とし、３

月８日、本会議第４日目は一般質問を行い、

３月１０日、３月２０日をそれぞれ本会議５

日目、６日目に変更し、本定例会を運営した

いと思います。

これに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めま○議長（中元優君）

す。

よって、ただいまお諮りのとおり決しまし

た。

────────────────────

行 政 報 告

────────────────────

この際、あらかじめ申○議長（中元優君）

し出がありました市長の行政報告に関する発

言を許可いたします。

市長高田忠尚君。

－登壇－○市長（高田忠尚君）

行政報告をいたします。

１件目は、地域高規格道路富良野道路関連

工事の着工式についてでございます。

平成１８年２月１４日、地域高規格道路富

良野道路関連工事の着工式が旭川開発建設部

富良野道路事務所の主催により、学田三区工

事予定地で行われました。

この関連工事は、地域高規格道路富良野道

路の補償工事として実施する普通河川北御料

沢川の河川切りかえ工事で、本工事の着工に

より地域高規格道路富良野道路事業が具体的

に推進していくものであり、地域高規格道路

旭川十勝道路の実質的な事業着手と考えてお

ります。

今後も、関係する期成会とともに整備促進

について要望運動を推進し、あわせて地域高

規格道路地域連絡会や地権者会など、関係地

域、団体との連携を図りながら事業推進に努

めてまいります。

２件目は、要望運動についてであります。

１点目、アスベスト対策に関する要望につ
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いて。

住民への健康被害が大きな社会問題となっ

ているアスベスト対策として、国は石綿によ

る健康被害の救済に関する法律の施行及び大

気汚染防止法の一部改正により、アスベスト

被害者の救済や建物解体時のアスベスト飛散

規制等の対策を進めているところであります

が、鉱山跡地対策については依然として対策

がおくれている状況にあります。

このことから、石綿採掘鉱山跡地を抱える

富良野市として、住民の健康不安や環境に与

える影響を解消するため、２月１７日、総務

省、厚生労働省、環境省及び経済産業省に対

し、国における特定粉じん濃度測定、鉱山跡

地の緑化対策の実施について要望してまいり

ました。

２点目は、地域センター病院等の固定医確

保に関する要望についてであります。

地域センター病院における産婦人科、皮膚

科及び呼吸器科の診療につきましては、現

在、出張医による診療体制となっておりま

す。

このことから、２月２４日、富良野医師会

会長とともに、旭川医科大学の産婦人科、皮

膚科、呼吸器科、内科及び脳神経外科に対

し、医師の確保と固定化について要望してま

いりました。

３点目は、富良野線の運行体系改善に関す

る要請についてであります。

富良野市、美瑛町、上富良野町、中富良野

町、南富良野長、占冠村の１市４町１村で、

２月８日北海道旅客鉄道株式会社旭川支社に

対し、地域ニーズに応じた運行体系の確保と

機能性の向上、旭川空港から富良野圏へのア

クセス対策、観光イベント等の企画ツアーの

継続、充実など、富良野線の運行体系改善に

ついて要請してまいりました。

以上でございます。

以上で、市長の行政報○議長（中元優君）

告を終わります。

────────────────────

日程第１

議案第７号（第４定） 富良野市国

民保護対策本部及び富良野市緊急対

処事態対策本部条例の制定について

議案第８号（第４定） 富良野市国

民保護協議会条例の制定について

議案第９号（第４定） 富良野市特

別職の職員で非常勤のものの報酬及

び費用弁償に関する条例の一部改正

について

────────────────────

日程第１ 前回より継○議長（中元優君）

続審査の議案第７号富良野市国民保護対策本

部及び富良野市緊急対処事態対策本部条例の

制定について、議案第８号富良野市国民保護

協議会条例の制定について、これに関連する

議案第９号富良野市特別職の職員で非常勤の

ものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部

改正について、以上３件を一括して議題とい

たします。

本件３件に関し、委員長の報告を求めま

す。

総務文教委員長東海林剛君。

－登壇－○総務文教委員長（東海林剛君）

総務文教委員会より御報告申し上げます。

平成１７年第４回定例会において付託と

なった、議案第７号富良野市国民保護対策条

例及び富良野市緊急対処事態対策本部条例の

制定について、議案第８号富良野市国民保護

協議会条例の制定について、議案第９号富良

野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び

費用弁償に関する条例の一部改正についての

審査の経過と結果について御報告申し上げま

す。

この条例は、武力攻撃事態などにおける国

民の保護のための処置に関する法律が、平成

１６年の９月に施行されたことによるもので

あり、武力攻撃などから国民の生命、身体及

び財産を保護し、国民の生活や経済に与える

影響を最小限とするため、都道府県及び市町

村が担う役割や、その具体的な措置について

定めるものとしたものであります。

本委員会は、担当部局に本条例の解釈と運
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用などについて説明を求めるとともに、道の

国民保護計画概要版などの資料の提出と説明

を求め、慎重に審議を進めてまいりました。

議案第７号については、武力攻撃事態にお

ける国民の保護のための処置に関する法律に

関連する有事法関連法があり、武力攻撃事態

とは武力が発生した事態、または武力攻撃が

発生する明確な危険が切迫していると認めら

れるに至った事態を想定しており、いわゆる

戦争を想定した国民保護法であり、慎重に審

議すべきとの意見が出されました。

富良野市は、昭和６１年９月に非核平和都

市宣言を行い、その宣言文の中で、世界平和

と核兵器の廃絶は人類の共通の願いであり、

富良野市民の心からの希求である。美しい郷

土、恵まれた自然、豊かな生活と平和な未来

を子孫に継承していくことは、私たち市民の

責務であるとしております。

しかし、その後、世界では９・１１テロや

イラク戦争など、さまざまな武力攻撃事態が

発生しているのが現実です。この法律は、国

が発動し、都道府県、市町村が連携して国全

体で万全の措置を講ずることが必要とされて

います。

そのほか、審議経過で委員から出された意

見として、一つが、日本は平和憲法を有して

いる国であり、戦争などの事態が起きないよ

う外交努力をするのが前提である。二つ目と

して、非核平和都市宣言をしている本市とし

て、これを機会として平和の大切さについて

内外に意志表示をしてく必要がある。三つ

目、軍事を伴わない防災計画の充実で対処す

ることにはならないのか。四つ目、有事に

あっても行政として住民の方が最優先であ

り、また、いつ、いかなる場合においても基

本的人権は尊重されなければならない。最後

でありますが、住民の命と財産を守るのは行

政として当然の責務であり、条例化も含めて

環境づくりは行っておくべきであるなど、多

岐にわたりそれに基づき多くの議論が交わさ

れました。

道内の各市及び近隣市町村の取り組み状況

調査を行った結果、江別市、美瑛町において

は既に１２月議会において制定されており、

２４市が第１回定例会に提案が予定されてい

ます。また、上富良野町、南富良野町は第１

回定例会、中富良野町、占冠村は第２回定例

会においてそれぞれ提案が予定されておりま

す。

有事の際には、近隣市町村が連携して対応

することも重要になってまいります。

最終協議の結果、議案第７号富良野市国民

保護対策条例及び富良野市緊急対処事態対策

本部条例の制定について、議案第８号富良野

市国民保護協議会条例の制定については、意

見を付し原案可決すべきもの、議案第９号富

良野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及

び費用弁償に関する条例の一部改正について

は、原案可決すべきものと決定をいたしまし

た。

附帯意見は２点でございます。１、本条例

の施行に当たっては、市民の生命、財産の保

護を最優先し、基本的人権の尊重を第一義と

して対応されたい。２、保護計画策定に当

たっては、法律においても幅広く市民の意見

を求めるとしていることから、保護協議会委

員には公募委員も加え、さらに本市、また、

圏域の地理的な特徴、社会的特徴などを最大

限反映されるよう努められたい。

以上、総務文教委員会からの報告とさせて

いただきます。

ただいまの報告に関○議長（中元優君）

し、質疑ございませんか。

２番佐々木優君。

５点について質問を○２番（佐々木優君）

させていただきます。

委員会の議論の中では傍聴させていただき

ましたけれども、防災計画と重複することが

非常に多いというような内容の答弁が多かっ

たように思いますけれども、事の発生は自然

現象と人員的に起こされるものということ

で、これは全く違うものだというふうに思い

ますけれども、そのほかに実際に武力攻撃が

始まった際に、それの指揮監督というか、主
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導権をとるのはだれなのか、まず１点目にお

伺いをいたします。

二つ目に、武力攻撃事態として四つの種類

があるというふうに説明を受けました。一つ

は、着上陸の侵攻、二つ目がゲリラや特殊部

隊による攻撃、三つ目が弾道ミサイル攻撃、

航空攻撃ということであります。これをどの

ように判断をされるのか。実際に、現状上陸

だとかミサイルが落ちてしまった後の現状

は、確かにだれが見ても発生したということ

がわかりますけれども、その予測事態、また

は切迫事態というとらえ方がこの中にありま

す。そのことを、いつの状態、だれがこの発

動という判断をされるのか、お伺いをいたし

ます。

三つ目は、この武力攻撃が発生したと判断

され、発動された場合、侵害、攻められたと

いうか、壊されている状況を排除、除けるた

めに、自衛隊だとか米軍が軍事行動を当然す

るのだと思います。そのことが優先されるの

か、それとも住民の避難だとか救助だとかが

優先されるのか、どちらが優先されるものな

のか伺います。

四つ目は、実際に始まってその後の事態、

これはどのような状態になるかというのは全

く予測不可能な状態になると思うのです。自

然現象であれば、水なり火災のないところに

逃げるという方法がありますけれども、始

まった場合、武力攻撃などにどこへも逃げよ

うがない。逆に言うと、逃げている場所が攻

撃されるというような場合だってあると思い

ます。そして始まった場合、米軍だとか自衛

隊がどのような軍事の支援行動をとるのかと

いう、そこのところも全くわからないわけ

で、国民保護計画をつくれといってもつくり

ようがない、架空の想像でしかつくりようが

ないのではないかというふうに思います。

どのように想定をして計画をつくるのか。

そして、もし仮定として訓練が行われるとす

れば、どのような訓練をするのかお伺いいた

します。

五つ目ですけれども、住民の避難計画だけ

ではなくて、病院だとか学校、公民館、こう

いう自治体の施設を米軍だとか自衛隊に提供

しなければならないとう、そういう計画もつ

くらなければならない。医療関係だとか、輸

送業務だとか、そういうことも導引する計画

をつくらなければならないというふうになっ

ています。自衛隊法の１０３条で、有事の場

合、それらの物資の収用など保管命令など、

土地の取り上げ、強制収用を明記してありま

す。そして、そこには罰則規定もあります。

これらの指揮命令がだれに、どこが優先にな

るのか、市民が優先されるのか、どちらかに

ついて質問をいたします。

以上です。

佐々木優君にお聞きい○議長（中元優君）

たしますけれども、ただいま、これは審議の

過程の質問しかできないことになっています

ので、このことについてそれぞれ審議されて

いるかどうかは、私も委員会の中身はちょっ

と詳しくはわかりませんけれども、あと委員

長の判断をお聞きして答えますので。

それでは、ここで暫時休憩いたします。

───────────────

午前１０時２２分 休憩

午前１０時５３分 開議

───────────────

休憩前に引き続き、会○議長（中元優君）

議を開きます。

休憩前の議事を続行いたします。

ただいまの休憩中の議会運営委員会の経過

について、議会運営委員長より説明を願いま

す。

議会運営委員長横山久仁雄君。

－登壇○議会運営委員長（横山久仁雄君）

－

ただいまの、佐々木優議員の５点にわたる

質問に対する答弁につきましては、委員会の

審議経過に係る範囲にとどまるべきものであ

るということで、意見の一致を見た次第であ

ります。

議長へのお取り計らいをよろしくお願いを

申し上げ、議会運営委員会の報告といたしま
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す。

それでは、ただいまの○議長（中元優君）

佐々木優君の質問に対して御答弁願います。

総務文教委員長東海林剛君。

－登壇－○総務文教委員長（東海林剛君）

先ほどの佐々木優議員の御質問にお答えを

いたしたいというふうに思います。

委員長の立場としては、審査の経過と結果

についての範囲ということでありますので、

その範囲の中でお答えしたいと思いますが、

先ほど述べましたとおり、審査の経過と結果

については先ほどの報告のとおりでございま

す。

ただ、佐々木議員から御質問のありました

５点については、担当の方より説明を受けた

文言については説明を受け、また、それを含

めた議論の経過があったことは事実でござい

ます。

佐々木議員が思いとしてあるのは、そうい

う事態になったときに、本当に市民が優先さ

れるのかという思いが非常に強いのだろうと

いうふうに思います。

委員会では、あくまでも最優先されなけれ

ばならないのは富良野市民であるという共通

認識のともに、真剣に、かつ慎重に審査を

行ってまいりました。そのことの意思表示と

して、先ほども報告いたしました附帯意見に

ございますとおり、本条例の施行に当たって

は市民の生命、財産の保護を最優先し、基本

的人権の尊重を第一義として対応されたい。

意見をあえて付け加えさせていただいたもの

でありますので、御理解を賜りたいと思いま

す。

ほかにございません○議長（中元優君）

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

ないようですので、委○議長（中元優君）

員長に対する質疑は終わります。

討論の申し出はございますか。

討論の申し出の発言がありますので、この

後討論を行います。

討論のある方につきましては、休憩後直ち

に本職に申し出ていただきたいと思います。

ここで、暫時休憩いたします。

───────────────

午前１０時５７分 休憩

午前１０時５９分 開議

───────────────

休憩前に引き続き、会○議長（中元優君）

議を開きます。

休憩前の議事を続行いたします。

これより、前回より継続審査の、議案第７

号、議案第８号、議案第９号について討論を

行います。

討論の通告は、日本共産党佐々木優君、以

上１名であります。

これより、討論を行います。

２番佐々木優君。

－登壇－○２番（佐々木優君）

議案第７号富良野市国民保護対策本部及び

富良野市緊急対処事態対策本部条例の制定、

議案第８号富良野市国民保護協議会条例の制

定、議案第９号富良野市特別職の職員で非常

勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の

一部改正について、総務文教委員長の原案可

決すべきものとの報告に対し、反対の立場で

討論をいたします。

２００４年６月１４日、有事法制を具体化

する国民保護法など有事１０案件が可決しま

した。１０案件の法文は３０万字、対照表や

参照文書条文を含めれば４０万字に及びま

す。一つ一つの審議に国会会期全体を使って

もおかしくない案件を一括して提案した政府

の行為は、まさに神を恐れぬ行為と言わざる

を得ないと、ある議員が衆議院本会議で代表

質問で締めくくりました。

その神を恐れぬ法案を、わずか２カ月で成

立いたしました。この２カ月というのは、イ

ラク全土を占領したアメリカ軍がパルージャ

で民衆虐殺を続け、サマワの陸上自衛隊駐屯

地付近に迫撃砲弾が撃ち込まれ、人質とされ

ていた青年たちの救出のためにＮＧＯが渾身

の努力を傾けていた時期でした。

民衆に殺略が続けられ、日本の青年たちの



― 8 ―

生命が犯されるもとで、国会では虐殺の中止

を求めることも、イラクからの撤退を検討す

ることもなく、粛々と審議が進められて可

決・成立したのがこれらの法案です。

こうした成立の背景から考えても、緊急事

態の想定を含めて多くの問題が指摘されてお

ります。決して国民を保護するものではな

く、アメリカが一方的に行う戦争に日本中の

地方自治体が協力する下請け機関になってし

まう、これが国民保護法の計画の本旨だと考

えております。

国民保護に関する基本指針においては、我

が国に対する侵略事態の可能性は低下してい

ると言いながら、大量破壊兵器や弾道ミサイ

ルの拡散の進展、国際テロ組織などの活動を

含む新たな脅威などへの対応が差し迫った課

題と示されています。

また、防衛計画大綱から、日米安全保障体

制を基調とするアメリカとの密接な協力関係

を一層充実させるとしています。

これらの意味からすると、日本に対する直

接脅威の可能性は低下しているにもかかわら

ず、アメリカに協力して国際テロや大量破壊

兵器などの脅威と戦うために海外にまで自衛

隊を出動させることであり、そのことによっ

て我が国への攻撃がもたらされる危険性を想

定しています。

地方自治体が国民保護計画や避難計画をつ

くろうとしても、アメリカ軍の軍事行動や自

衛隊の支援行動がどのように行われるのか、

全く示されておりません。アメリカ軍の行動

は、平時・有事を問わずに日本国民にとって

は機密事項とされており、架空の計画をつく

らなければなりません。このことを見ても、

国民不在、市民不在の条例であることは明ら

かです。

委員長報告では、市民の生命、財産の保護

を最優先し、基本的人権の尊重を第一義とし

て対応されたいという附帯意見がありました

が、主導権は国にあります。そして、緊急の

場合は、自衛隊員が代行できるとあります。

このことからも、現在の日米関係の状態を考

慮すれば、アメリカ軍の主導で行われる可能

性が十分あります。市民の生命、財産が第一

義として守られる補償はありません。義務づ

けられているのは、住民避難計画のほか、市

の施設の提供や労働者の動員なども計画しな

ければなりません。こうした事項のほとんど

が法定受託事務とされており、各自治体の意

志に関係なく国から押しつけられるものと

なっています。

沖縄県議会でもこの条例が議論され、答弁

で担当部局の部長は、沖縄戦の経験をかんが

みると、有事の事態に国民・県民を保護する

というのはいかに困難であるか、沖縄県民は

歴史的な体験として知っており、語り継がれ

ていると言ったそうです。この沖縄戦では、

２０万人もの方の尊い命が奪われました。結

局、戦争における国民保護とは、軍事作戦を

思いのままに行うための方便に過ぎない。国

民保護とは名ばかりで、アメリカが行う戦争

に国民を総動員させるものであるというふう

に言わざるを得ません。

本来、地方自治体は、平素から憲法の平和

主義に基づき、政府に対し自立し、平和活動

を優先し、住民の生命、財産を守ることを第

一と考えるべきです。無条件に法律に準じて

条例を制定することは認められません。困難

な状況があったとしても、平和憲法を持つ国

として平和的な解決のために全力を尽くすべ

きです。そして、富良野市としても、戦争準

備に協力するのではなく、非核平和都市宣言

の町として国に対して有事を起こさない、平

和外交に最大の努力をすることを強く求める

べきです。

さらに、条例に基づき設置されている国民

保護協議会は、市長が保護計画をつくる際の

諮問機関として位置づけされているものであ

り、作成された計画は議会に対して報告事項

となります。

市民の安全や財産にかかわる重要な内容を

扱うものでありながら、議会として審議する

ことも、賛成も反対もできません。この条例

が成立することは、市全体が政府の意のまま
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の下請け機関となってしまうおそれがあるも

のとして、到底認めることはできません。

以上、反対討論といたします。

以上で、討論を終結い○議長（中元優君）

たします。

これより、議案第７号富良野市国民保護対

策本部及び富良野市緊急対処事態対策本部条

例の制定について、議案第８号富良野市国民

保護協議会条例の制定について、これに関連

する議案第９号富良野市特別職の職員で非常

勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の

一部改正について、以上、３件を一括して採

決いたします。

お諮りいたします。

本件３件に関する委員長報告は、原案可決

すべきものであります。

委員長報告のとおり、決することに賛成の

諸君の起立を求めます。

（賛成者起立）

起立多数であります。○議長（中元優君）

よって、本件３件は、原案のとおり可決す

ることに決しました。

────────────────────

日程第２

（第４定） 富良野市農業委員会委

員の推薦について

────────────────────

日程第２ 前回より継○議長（中元優君）

続審査の、富良野市農業委員会委員の推薦に

ついてを議題といたします。

本件に関し、農業委員会委員推薦特別委員

会の報告を求めます。

農業委員会委員推薦特別委員会委員長上田

勉君。

○農業委員会委員推薦特別委員長（上田勉

－登壇－君）

農業委員会委員推薦特別委員会より御報告

申し上げます。

議会推薦の農業委員会委員が、平成１８年

３月３１日をもって任期満了となることに伴

い、平成１７年１２月１３日付で市長より後

任委員の推薦依頼があり、平成１７年第４回

定例会において本委員会が設置されました。

今回、推薦委員は、法改正により学識経験

を有する者４人以内となっており、さらに農

業委員会の組織検討委員会において、定数削

減の検討とあわせ、女性委員の登用について

の論議があり、議会推薦の中にできれば女性

２名を含めてほしいとの強い要請もあったと

ころであります。

委員会では、委員選考に先立ち、農業委員

会組織検討委員会会長などの出席を求め、改

めて農業委員会における議論の経過と見解を

確認し、きょうまで６回の委員会を開催し、

慎重に選考を行ってきたところであります。

選考に当たっては、まず選考方法について

協議を行い、地域割り等も考慮することを確

認いたしました。公選委員との兼ね合いもあ

り、委員会では地域的な調整も含め選考する

ためにも、地域連合会等の協力をいただき選

考を進めてきました。その際にも、特に女性

委員の必要性などを説明し、それぞれの地域

において真剣に協議をしていただき、大変な

御努力をいただいてきたところであります。

しかしながら、それぞれの地域課題もあ

り、女性委員を選考するに至らなかったわけ

でありますが、今後、女性農業委員の登用に

向け、環境づくりが必要と感じましたので申

し添えます。

委員会では、地域の協議により選考された

委員をもって、議会推薦することで意見の一

致を見たところであり、学識経験豊かな次の

４名の方を推薦することに決定をいたしまし

た。

お名前を申し上げます。東富丘、藤野昭治

氏６７歳、東学田二区、小川賀津博氏５０

歳、山部共進、尾花良一氏５５歳、東山光

陽、小笠原勝氏５６才、以上、４名の方であ

ります。

以上、皆様の御賛同をお願い申し上げ、推

薦委員会からの報告といたします。

ただいまの報告に関○議長（中元優君）

し、御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）
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ないようですので、お○議長（中元優君）

諮りいたします。

ただいまの委員長報告のとおり、藤野昭治

君、小川賀津博君、尾花良一君、小笠原勝

君、以上、４名の諸君を推薦することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めま○議長（中元優君）

す。

よって、ただいまお諮りのとおり、推薦す

ることに決しました。

────────────────────

日程第３

所管事項に関する委員会報告

────────────────────

日程第３ 前回より継○議長（中元優君）

続調査の所管事項に関する委員会報告を議題

といたします。

順次、委員長の報告を求めます。

最初に、調査第５号について、市民福祉委

員長日里雅至君。

－登壇－○市民福祉委員長（日里雅至君）

調査第５号少子化対策について、市民福祉

委員会より御報告をいたします。

本委員会は、少子化対策について、富良野

市次世代育成支援地域行動計画を中心に担当

部局と意見の交換を行い、行政としての役割

や課題について調査を進めてきたところであ

ります。

少子化と高齢化の進行は、現在の人口を維

持できないばかりか、社会保障、労働力人口

の減少と経済成長率の低下など、さまざまな

影響を与えるものと懸念され、特に少子化は

社会のあり方に深くかかわっています。

子供を産み育てる営みは、あくまで個人、

あるいは個々人の家庭の判断と選択にゆだね

られるべきでありますが、核家族化の進行に

より、家庭や地域の絆は希薄さを増し、子育

ての孤立感や負担の増大など、子育てしにく

い社会環境になっているものと考えられま

す。

子供を産み育てたいと考えている人が、そ

の選択を妨げられないように社会的な条件を

整え、産む選択を可能にすることを基本に置

き、対策を講じる必要があります。

このような状況に対し、市では平成１７年

３月に富良野市次世代育成支援地域行動計画

を策定し、地域社会全体で支援していく体制

づくりを推進しております。計画の中では、

母親の精神的な支援策として子育て支援ネッ

トワークづくりがあり、市では子育て支援セ

ンター事業の一つとして、乳幼児を抱える母

親が集うふれあい広場を設け、子育ての悩み

や相談、さらに適切な助言指導により大きな

成果を上げております。

今後は、子育て支援センターを核に、身近

な地域につどいの広場を設置し、支援できる

場の提供を拡大しながらネットワークの形成

を図っていくことにしております。

育児の担い手は、母親であるという意識

が、社会的にも母親自身も根強く残っていま

すが、夫や親類、地域社会の助けは、いつの

時代にあっても必要であります。社会全体で

子育てする気運の醸成に関しても、社会教育

の中においては家庭教育の充実や情報の提

供、多様な学習機会の提供を推進していくこ

ととしております。

仕事と子育ての両立のための保育について

は、待機児童の解消に向け定数の拡大や保育

の時間を延長するなど、利用者のニーズに対

応するためサービスの充実を図っておりま

す。なお、雇用環境の整備においては、今後

の出産後の職場復帰や再就職など、子育てを

しながら働き続けることのできる環境に向け

て検討し、また、地域医療における小児医療

についても、専門医の確保・充実に努めると

ともに、出産に関しても安心して通院できる

医療環境の整備に努めていくべきであると思

います。また、子育てしやすい住環境の支援

をするなど、住まいの側面からも対策を講じ

ることとしております。

本委員会で特に議論が集中した点は、少子

化対策において最も必要なものとして、子供

を安心して産み育てる地域をつくることや、
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母親自身も一人で子育てを背負わずに、地域

の中に入っていくことであり、子供は社会全

体で育てるという意識を地域に浸透させるこ

とが重要なことと認識したところでありま

す。

このようなことからも、今後は地域の力を

復活させるための支援策を推進するよう、次

の点に留意し尽力をしていただきたい。

１点目、子供を安心して産み育てられ、子

供たちを健全に育むことのできる町づくりの

推進に尽力されたい。

２点目、地域コミュニティ、医療、労働、

住宅、教育行政など、それぞれの分野におけ

る施策と少子化対策が連動した形で、庁内部

局の横の連携を強化し、推進されるよう尽力

されたい。

以上でございます。

ただいまの報告に関○議長（中元優君）

し、御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

ないようですので、以○議長（中元優君）

上で市民福祉委員長の報告を終わります。

次に、調査第６号及び都市事例調査報告に

ついて、経済建設委員長宍戸義美君。

－登壇－○経済建設委員長（宍戸義美君）

経済建設委員会より、除排雪対策について

御報告をいたします。

平成１７年第４回定例議会において許可を

得ました、調査第６号除排雪対策について、

その経過と結果について報告をいたします。

本委員会は、除排雪対策について、担当部

局より除排雪にかかわる年度計画書、契約関

係などの資料の提出と説明を求め、また、現

地の状況確認を実施し、調査をしてきたとこ

ろであります。

平成１７年度は、昨年度と同じく市内を３

ブロックに区割りをいたし、新規市道延長を

含めて４１３キロ９８７メーターであり、そ

のうち委託除雪は３社による企業体をつく

り、入札が行われて、総延長は３９３キロ５

１０メーターの９５.０５％を委託している

状況であります。

除雪業務の委託契約につきましては、本年

度は期間契約の２年次であり、付託業務を含

めた期間契約となってございます。

委員会では、これら除排雪にかかわる問題

点や市民からの苦情など、懸念される点を中

心に論議を重ねてきたところでございます。

担当部局においては、アンケートの実施や

除排雪についての市民への協力を広報によっ

て行うなどをいたしてございますが、今後の

事業執行に当たっては、国道や道道の除排雪

業務も自治体への管理移行の動きもあるの

で、このことも視野に入れて冬期間の安全な

交通確保のために、次の点に留意をしながら

除排雪体制の充実に努められたい。

１点目、２月８日でございましたけれど

も、現地確認の時点では降雪も少なく、除排

雪計画のとおり、除排雪状況は良好と思われ

ておりましたが、今後の大雪も予想されるこ

とから、昨年度と同じような市民からの不満

が生じないように積極的に巡回をし、国道や

道道等の交差点も絡み、委託業者との連携と

指導を密にして除排雪体制の強化を図られた

い。

２点目には、少子高齢化やライフスタイル

の変化により、高度化・多様化する市民ニー

ズに現状の行政サービスできめ細かに対応し

ていくのは困難となっているので、市民要望

の多い除排雪については、地域、行政、除排

雪業者を含めた除排雪システムのあり方につ

いて調査研究に努められたい。

以上でございます。

都市事例調査について御報告をいたしま

す。

本委員会は、平成１７年度第４回定例議会

において許可を得た都市事例調査を実施して

まいりましたので、この結果について御報告

をいたします。

１月１９日、除排雪のあり方について、三

笠市、砂川市をそれぞれ調査をいたしまし

た。

調査内容は、当市は委託契約の２年次であ

り、除排雪対策の全般にわたるものでありま
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す。

三笠市では、平成７年度から委託契約に移

行し、市の重機を業者に貸与、随契の時間単

価で、毎年同一業者が同じ地域を行い、作業

効率もよく、地域からの苦情も少ないという

ことが上げられておりました。

また、個人に対する支援体制では、融雪施

設設置資金の貸付制度がございましたが、設

置後のコスト高で利用者も少なく、平成１５

年度で廃止をいたし、現在は社協と市が連携

をして、町内会を主体に除雪機を無償で貸与

して、市から１件当たり３万円をもって燃料

や修理、次期更新費用を捻出させるという町

内会主体の形でありました。

なお、町内会で対応のできない場合には、

年齢別や状況区分により、シルバー人材セン

ター、そして業者に委託をして除排雪の対応

がなされておりました。

砂川市では、除雪は除雪組合の加盟業者に

委託をして、排雪は直営と委託で継続的に実

施、なお、契約の内容は、随契で路線別にキ

ロ単価であり、出動回数や稼働時間の５％の

増減があった場合には設計変更しているとの

ことでありました。

また、個人に対する支援体制では、融雪器

等の設置費用を無利子で融資しておりました

が、希望者の減少により平成１７年度から廃

止がなされました。

現在は、老人世帯、重度身障者世帯に対

し、世帯種別ごとの有料除雪作業を介護福祉

課の事業として実施をしているという内容で

ございまして、両市における視察経過を省略

して簡単に御報告をさせていただきました。

詳細については、記載のとおりであります

から、御一読いただけますようにお願いを申

し上げまして、以上で終わらせていただきま

す。

ただいまの報告２件に○議長（中元優君）

関し、御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

ないようですので、経○議長（中元優君）

済建設委員長の報告を終わります。

以上で、所管事項に関する委員会報告を終

わります。

────────────────────

日程第４

議会改革特別委員会報告

────────────────────

日程第４ 前回より継○議長（中元優君）

続調査の議会改革特別委員会報告を議題とい

たします。

本件に関し、議会改革特別委員会の報告を

求めます。

議会改革特別委員長北猛俊君。

－登壇○議会改革特別委員長（北猛俊君）

－

議会改革特別委員会より御報告を申し上げ

ます。

本委員会は、議会活動の活性化や定数問題

等も含めて、より市民に身近な議会であるた

めの検討を課題として、昨年１２月、第４回

定例会で設置され、以降月２回の開催を目安

にこれまで７回の委員会を精力的に開催して

まいりました。

この間において、取り組むべき方向性とし

て、議員のあり方、議員定数と報酬の２点の

課題を大きな議論の中心に据え、直面する課

題を短期的に審議を行うもの、任期中に調

査・検討を行う課題を長期的に審議を行うも

のと位置づけ、調査・検討を行っていくこと

が確認されました。

委員会としては、最初に、原点である議会

の使命と議員の職責について再確認を行い、

議論をスタートさせたところであります。

本市では、三位一体の改革や地方交付税の

削減、社会経済状況の悪化などにより、逼迫

する地方自治体財政の中で、行財政改革、事

業費の抑制、総合計画の見直しなどにより財

政の健全化に向けた取り組みが実施されてお

ります。

一方、本委員会といたしましては、先行き

不透明な市内経済の状況にあって、まず短期

的な取り組みとして、市議会の財政的努力と

いうことに視点を充てることといたしまし
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た。このことから、全道の市議会議員、沿線

町村議会議員の報酬や期末手当の状況調査も

行う中で、まず、我々議員みずからの報酬、

期末手当額について、課題の会派内協議も含

め活発に議論を重ねてまいりました。

本市議会といたしましては、これまでも議

員会補助金の返上、視察日数の短縮などの議

会改革に取り組んでまいりましたが、そうし

た経過や現状を踏まえた議論の結果、削減方

法についての考え方に議論はありましたが、

任期中における議員報酬年総支給額の１０％

を削減するべきとの結論をもって、本定例会

に提案することで全委員の意見が一致したと

ころであります。

以上がこれまでの検討結果でありますが、

他の課題については今後も引き続き検討して

いく予定となっておりますことを申し上げ、

議会改革特別委員会の報告といたします。

ただいまの報告に関○議長（中元優君）

し、御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

お諮りいたします。○議長（中元優君）

ただいまの委員長報告は、中間報告であ

り、継続調査を要することであります。

これに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めま○議長（中元優君）

す。

よって、本件については、継続調査するこ

とに決しました。

以上で、議会改革特別委員長の報告を終わ

ります。

────────────────────

日程第５

監査委員報告

────────────────────

日程第５ 監査委員か○議長（中元優君）

らの報告を議題といたします。

報告は、例月出納検査結果報告、平成１７

年度１１月分から１２月分の２件及び平成１

７年度定期監査報告、財政援助団体監査報告

であります。

本報告４件に関し、御発言ございません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

ないようですので、以○議長（中元優君）

上で本報告を終わります。

────────────────────

日程第６

報告第１号 専決処分報告

────────────────────

日程第６ 報告第１号○議長（中元優君）

専決処分報告を議題といたします。

本件について説明を求めます。

保健福祉部長宇佐見正光君。

－登壇－○保健福祉部長（宇佐見正光君）

報告第１号専決処分報告について御説明申

し上げます。

本件は、地方自治法第１８０条第１項の規

定により、去る１月３１日付をもって専決処

分を行いました自動車事故の損害賠償につき

まして、同条第２項の規定により御報告申し

上げるものでございます。

平成１８年１月１２日、介護保険課の職員

が、市道本町南１丁目西２条仲通り交差点に

おいて、右折をするため交差点に車両を進入

させましたが、左側をよく確認しないまま進

入したため、左側から直進してきました車両

に接触した事故で、その車両の物損に対し損

害賠償を行ったものでございます。

幸い人身等の被害はなく、大事には至りま

せんでしたが、今後とも安全運転管理の徹底

に努め、車両の運転には十分注意を払い、事

故の再発防止に努めてまいります。

以上でございます。

本件に関し、発言ござ○議長（中元優君）

いませんか。

１６番宍戸義美君。

金額が相当な金額○１６番（宍戸義美君）

になってございますので、このような金額に

なった経過についてお尋ねをいたします。

御答弁願います。○議長（中元優君）

保健福祉部長宇佐見正光君。

御説明申○保健福祉部長（宇佐見正光君）
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し上げます。

自動車の物損事故の損害賠償の過失割合の

件でございますけれども、過失割合につきま

しては、市が８０％、相手車両が２０％とい

う内容になってございます。

中身につきましては、運転者側のドアにぶ

つけましたので、その部分の取りかえでござ

います。

よろしいですか。○議長（中元優君）

１６番宍戸義美君。

賠償する中で、示○１６番（宍戸義美君）

談の段階では、相手車の修理費がどれだけか

かるとか、こちらの修理費がどれだけかかる

とか、その金額を今お聞きをいたしておりま

した。

それから、総務部長にお尋ねしますが、こ

れは予算は５０万円が限度でありましたけれ

ども、今までの専決された金額は、これを上

回っているのではないかというふうに思いま

すが、経理内容をあわせて。

御答弁願います。○議長（中元優君）

保健福祉部長宇佐見正光君。

損害額に○保健福祉部長（宇佐見正光君）

つきましては、市は相手車両の損害額４２万

３,３１８円の８０％の３３万８,６５４円を

支払うものでございます。

また、相手車両は、市の車両の損害額１５

万１,０００円の２０％、３万２００円を支

払うものでございます。

以上でございます。

次に、総務部長石井隆○議長（中元優君）

君。

損害賠償額の予算○総務部長（石井隆君）

でございます。

当初予算５０万円ございました。本年度車

両事故ついては１件ということで、３３万

８,６５４円の支出で、執行残といたしまし

て１６万１,３４６円、現在残っている状態

でございます。

さきにバスケットのところ、スポーツセン

ターのところであった事故がございますが、

ボールが転がって出たという事故がございま

した。もう１件、朝日ヶ丘の雪山に普通自動

車が突っ込んで事故を起こしたという部分が

ございますが、これについては施設の管理と

いう部分の賠償の方になりますので、自動車

事故については１件ということでございま

す。

以上でございます。

よろしいですか。○議長（中元優君）

ほかにございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

ないようですので、本○議長（中元優君）

件は地方自治法第１８０条第２項の規定に基

づく報告事項であります。

以上で、本報告を終わります。

────────────────────

日程第７

議案第１０号～第４８号（提案説

明）

────────────────────

日程第７ 議案第１０○議長（中元優君）

号ないし議案第４８号、以上、３９件を一括

して議題といたします。

順次、提案者の説明を求めます。

助役松浦惺君。

－登壇－○助役（松浦惺君）

議案第１０号平成１７年度富良野市一般会

計補正予算について御説明を申し上げます。

このたび提案をいたしました富良野市一般

会計補正予算第９号は、歳入歳出それぞれ１

億８,５６６万３,０００円を追加し、歳入歳

出予算の総額を１３２億２,２１３万２,００

０円にしようとするものと、継続費の補正で

変更１件、債務負担行為の補正で追加１１件

と変更１件、地方債の補正で追加１件と変更

１１件でございます。

以下、その概要について、歳出から御説明

を申し上げます。

３４ページでございます。１款議会費は、

議事録調製委託料と録音機の器具購入費の追

加と、議員報酬、議会運営費の執行残などの

減額で、差し引きいたしまして１２３万３,

０００円の減額でございます。



― 15 ―

２款総務費は、一般事務費の収入役廃止に

伴う職印購入費、土地開発公社解散に伴う出

資払戻金及び清算金と一般国道３８号富良野

道路工事に伴う土地売り払い収入、並びに補

償費相当額を積み立てする財政調整基金積立

金、広報紙発行のための印刷代、市営駐車場

管理経費の日の出町駐車場自動精算機の新札

対応への改修に伴う施設修繕料、平成１６年

度に北海道農政事務所より、土地開発基金で

先行取得しておりました旧札幌食糧事務所富

良野支所庁舎跡地を富良野消防署貸付用地と

して取得するための用地買収費、土地開発基

金利子繰出金、東山支所運営管理にかかる燃

料及び高熱水費、器具購入費、収入役廃止に

伴う財務会計システム修正委託料、生活保護

制度の改正に伴う住民情報システム修正委託

料、市議会議員補欠選挙に伴う市議会議員選

挙費などの追加と、総務管理費の一般事務費

ほか、事業の完了及び経費の確定による減額

で、差し引きいたしまして１億６,４０１万

７,０００円の追加と、市有林管理費の財源

振替でございます。

次、４０ページ下段でございます。３款民

生費は、国保保健事業の追加実施等による国

民健康保険特別会計繰出金、寄付金に伴う社

会福祉基金積立金、高齢者入湯料助成金、老

人医療給付費の増額に伴う老人保健特別会計

繰出金、進行性筋萎縮症者療養等給付費、知

的障がい者施設入所者医療費、桂木児童セン

ター壁、天井の施設修繕料、北の峰児童館の

トランポリン修繕料、中央保育所の調理室修

繕料、麻町保育所のオルガンの購入費などの

追加と、高齢者いきいき事業などのほか、事

業の完了及び経費の確定などによる減額で、

差し引きいたしまして３,６１０万円の追加

と、僻地保育所費及び生活保護費の扶助費に

係る財源振替でございます。

次、４６ページ下段からです。４款衛生費

は、山部厚生医院の平成１６年度決算に対す

る損失補てん助成金、寄附金による公共施設

へ配置する自動体外式除細動器購入費、過年

度分精算に伴う母子保健衛生費国庫負担金返

還金、火葬場トイレの和式から洋式への改修

事業費、処理件数の増加に伴う動物死体処理

施設管理運営費負担金、衛生用品処理負担金

の追加と訪問看護ステーション交通費助成金

などの事業の完了及び経費の確定などによる

減額で、差し引きいたしまして４９１万４,

０００円の減額でございます。

次、５０ページ下段からです。６款農林業

費は、農業総務費、一般事務費の普通旅費、

農地流動化促進緊急対策事業利子助成金の追

加と、中山間地域等直接支払事業費などの事

業完了と経費の確定などによる減額で、差し

引きいたしまして９,４０３万５,０００円の

減額でございます。

７款商工費は、使用料収入の減少に伴う公

設地方卸売市場事業特別会計繰出金、物産セ

ンターの施設修繕料などの追加と、商店街街

路灯維持費補助費、商工業パワーアップ資金

利子補給金の減額で、差し引きいたしまして

３８７万円の追加でございます。

次、５４ページの下段でございます。８款

土木費は、土地開発基金で先行取得しました

市道北料北線道路用地の一般会計で所得する

ための未処理用地処理事業の土地購入費、同

じく土地開発基金で先行取得しました土地区

画整理事業の円滑に事業推進を図るための土

地購入費の追加と土木機械車両管理費などの

事業の完了及び経費の確定などによる減額

で、差し引きいたしまして９,４３７万５,０

００円の追加と、施越工事として実施してお

りました市街地再開発事業の国庫補助金、道

補助金の追加交付による都市計画総務費と朝

日通道路改良事業の起債額変更に伴う街路事

業の財源振替でございます。

９款消防費は、富良野地区消防組合負担金

で９８２万９,０００円の減額でございま

す。

１０款教育費は、育英基金返還金の増額に

伴う基金積立金、富良野小学校特別教室改修

に伴う小学校施設修繕事業費、東山公民館の

和室畳表がえによる公民館費一般事務費の施

設修繕料、文化会館大ホールドア、階段ホー
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ルガラスビートなどの施設修繕料、図書館の

燃料及び光熱水費、スポーツ振興基金を活用

し、富良野小学校児童が参加する全国小学校

タグラグビー選手権全国大会派遣費補助金、

スポーツセンターの消火栓用ホースの修繕料

などの追加と、教育委員会事務費、一般事務

費などの事務事業の完了及び経費の確定など

による減額で、差し引きいたしまして８２９

万９,０００円の減額と、市立幼稚園費の財

源振替でございます。

次、７０ページ下段でございます。１１款

公債費は、公有林施業転換による公有林整備

事業債の低利借りかえに伴う繰り上げ償還元

金で２,０８０万円の追加でございます。

１２款給与費は、一般職給料、特別職給

料、各種手当て市町村職員共済組合負担金な

どが主な内容で、１,４９５万９,０００円の

減額でございます。

１４款災害復旧費は、道路災害復旧費、河

川災害復旧費の事業完了及び経費の確定によ

り２３万円の減額でございます。

次に、歳入について御説明申し上げます。

戻りまして、１６ページからになります。

１款市税は、個人住民税の所得割及び固定

資産税の償却資産で３,１３５万５,０００円

の追加でございます。

１３款分担金及び負担金は、保育所負担

金、僻地保育所負担金、道営農業生産基盤整

備事業負担金の追加と老人ホーム保護委託費

負担金の減額で、差し引きいたしまして５４

５万５,０００円の追加でございます。

次、１６ページ下段からになります。１４

款使用料及び手数料は、生涯学習センター使

用料の追加と看護専門学校授業料及び入学検

定料の減額で、差し引きいたしまして１６３

万５,０００円の減額でございます。

１５款国庫支出金は、国庫負担金、国庫補

助金、委託金につきまして、知的障がい者施

設訓練等支援費負担金ほか、事務及び事業の

施行により、負担金、補助金、委託金の確定

及び確定額を見込み、追加及び減額を差し引

きいたしまして１,７６９万８,０００円の追

加でございます。

次、２２ページでございます。１６款道支

出金につきましても、道負担金、補助金、委

託金について、権限移譲事務交付金ほか、事

務及び事業の執行により、負担金、補助金、

委託金の確定及び確定額を見込み、追加及び

減額を差し引きいたしまして２,８３３万３,

０００円の減額でございます。

次、２４ページ下段になります。１７款財

産収入は、土地貸付料、建物貸付料、土地開

発基金運用利子、一般国道３８号富良野道路

工事及び土地区画整理事業に係る土地売り払

い収入、市有林、間伐材素材売り払い収入、

土地開発公社解散に伴う出資払戻金の追加

と、市職員住宅貸付料、財政調整基金などの

基金利子の減額で、差し引きいたしまして

１,９３５万５,０００円の追加でございま

す。

１８款寄附金は、社会福祉及び保健医療の

充実に向けた社会福祉費寄附金と保健衛生費

寄附金で１５５万２,０００円の追加でござ

います。

次、２８ページでございます。１９款繰入

金は、土地区画整理事業に充当する財政調整

基金繰入金と全国小学校タグラグビー選手権

全国大会派遣費補助金の財源としてのスポー

ツ振興基金繰入金の追加と、国際交流基金な

どの各基金繰入金の減額で、差し引きいたし

まして１,７４４万８,０００円の追加でござ

います。

２１款諸収入は、育英基金貸付金収入、新

市町村振興宝くじ収益基金交付金、生活保護

費返還金収入、健康診査収入、一般国道３８

号富良野道路工事北御料沢川用地補償費及び

市有地残地補償費、土地開発公社解散清算

金、国民健康保険事業による予防接種収入な

どの追加と、ひとり親家庭等医療費高額療養

費、乳幼児医療費高額療養費、麓郷小学校防

音関連維持費助成金、食料環境基盤緊急確立

対策事業推進交付金、備荒資金組合交付金、

看護専門学校施設管理費などの減額で、差し

引きいたしまして１億３１６万８,０００円
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の追加でございます。

２２款市債は、施業転換に伴う公有林整備

事業債の借りかえに伴う追加、西地区コミュ

ニティセンター整備事業債ほか、８件の事業

完了及び内容精査などによる額の変更と減税

補てん債、臨時財政対策債の額の確定に伴う

増額で、１,９６０万円の追加でございま

す。

戻りまして、８ページでございます。第２

条継続費の補正は、第２表のとおり、平成１

７年度東４線道路改良舗装事業費において、

国の補助金交付額の年割り額が変更となった

ため、事業費の年割り額を平成１７年度２,

５５３万８,０００円、平成１８年度１億１,

８３０万円に変更しようとするものでござい

ます。

第３条債務負担行為の補正につきまして

は、第３表のとおり、追加といたしまして

は、公の施設における指定管理者制度の導入

に伴う富良野市地域会館のほか、８施設の指

定管理料について、期間及び限度額を、おの

おの第３表のとおり定めるものでございま

す。

次に、平成１７年度畜産担い手育成総合整

備事業負担金につきましては、財団法人北海

道農業開発公社が、平成１８年度から平成２

１年度を事業期間として草地整備事業改良な

どの事業を実施するもので、その事業負担金

の限度額を７,９１９万２,０００円に定める

ものでございます。

次に、平成１７年度市街地再開発事業につ

きましては、富良野駅前再開発会社に対する

市街地再開発事業補助金及び事務費につい

て、国の国庫債務負担行為として実施するも

ので、期間を平成１８年度、限度額を２,０

２０万２,０００円として定めるものでござ

います。

次に、平成１７年度防衛施設周辺農業用施

設設置事業費につきましては、農作物被害防

止施設の実施設計による事業費の変更に伴

い、限度額を２億２,３１９万円に変更しよ

うとするものでございます。

次、１０ページでございます。第４条地方

債の補正につきましては、第４表のとおり公

有林整備事業費につきまして、施業転換の実

施に伴い、昭和５６年度から平成元年度まで

に借り入れしました公有林整備事業債を低利

に借りかえを行うため、限度額を２,０８０

万円として追加いたすものでございます。ま

た、変更につきましては、事業費等の精査、

確定などに伴うもので、西区コミュニティセ

ンター整備事業費ほか、８件の事業の変更と

減税補てん債、臨時財政対策債の増額でござ

います。

以上、よろしく御審議のほどお願いを申し

上げます。

ここで、午後１時まで○議長（中元優君）

休憩いたします。

───────────────

午前１１時５６分 休憩

午後 １時０２分 開議

───────────────

午前中に引き続き、会○議長（中元優君）

議を開きます。

午前中の議事を続行いたします。

引き続き説明を願います。

助役松浦惺君。

－登壇－○助役（松浦惺君）

議案第１１号平成１７年度富良野市国民健

康保険特別会計補正予算について御説明を申

し上げます。

このたび提案をいたしました富良野市国民

健康保険特別会計補正予算（第３号）は、歳

入歳出それぞれ３４３万４,０００円を追加

し、歳入歳出の総額を２６億５,０８５万１,

０００円にしようとするものでございます。

以下、その概要について、歳出から御説明

申し上げます。

１２ページからでございます。

１款総務費は、共同電算処理による手数料

とレセプト保管用キャビネットの器具購入費

で、１００万８,０００円の追加でございま

す。

２款保険給付費は、一般被保険者療養給付
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費の追加と高額療養費などの減額で、差し引

きいたしまして４５６万９,０００円の減額

でございます。

５款共同事業拠出金は、高額医療費拠出金

で５５９万７,０００円の減額でございま

す。

６款保健事業費は、本年度より創設されま

した北海道調整交付金の対象事業となる一般

被保険者にかかる基本健康診査と高齢者イン

フルエンザ予防接種助成金で、１,１８３万

４,０００円の追加でございます。

９款諸支出金は、一般被保険者及び退職被

保険者等の保険税還付金で、７５万８,００

０円の追加でございます。

次に、歳入について御説明申し上げます。

６ページに戻ります。

１款国民健康保険税は、一般被保険者の介

護納付金分現年度課税分及び退職被保険者な

どの医療給付費分現年度課税分の追加と一般

被保険者の医療給付費分現年課税分の減額

で、差し引きいたしまして１,２９９万５,０

００円の追加でございます。

２款国庫支出金は、療養給付費等負担金の

現年度分と財政調整交付金の普通調整交付金

及び特別調整交付金の追加と高額医療費共同

事業負担金と介護納付金分普通調整交付金の

減額で、差し引きいたしまして３,５８２万

３,０００円の追加でございます。

３款療養給付費等交付金は、療養給付費等

交付金の現年度分で５,９７４万５,０００円

の減額でございます。

４款道支出金は、財政調整交付金の追加と

高額医療費共同事業負担金の減額で、差し引

きいたしまして８６６万８,０００円の追加

でございます。

５款共同事業交付金は、共同事業交付金で

４３５万８,０００円の減額でございます。

７款繰入金は、一般会計繰入金で８５１万

４,０００円の追加ございます。

９款諸収入は、一般被保険者の第三者納付

金及び返納金並びに退職被保険者等の返納金

で、１５３万７,０００円の追加でございま

す。

以上、よろしく御審議のほどお願いを申し

上げます。

次に、議案第１２号平成１７年度富良野市

老人保健特別会計補正予算について御説明申

し上げます。

このたび提案いたしました富良野市老人保

健特別会計補正予算（第２号）は、歳入歳出

それぞ９,７４９万６,０００円を追加し、歳

入歳出の総額を３１億５,４７０万２,０００

円にしようとするものでございます。

以下、その概要について、歳出から御説明

申し上げます。

１０ページからです。

１款総務費は、給与改定及び職員の会計間

異動によるもので、２１万３,０００円の減

額でございます。

２款医療諸費は、老人医療費の増加による

もので、９,７７０万円の追加でございま

す。

４款諸支出金は、平成１６年度老人医療費

適正化推進費補助金の精算による返還金で、

９,０００円の追加でございます。

次に、歳入について御説明申し上げます。

６ページに戻ります。

１款支払基金交付金は、医療費交付金の追

加と事務交付金の減額で、差し引きいたしま

して２１７万３,０００円の追加でございま

す。

２款国庫支出金は、平成１６年度老人医療

費の精算による医療費負担金と老人医療費適

正化推進費補助金で、３,４７３万３,０００

円の追加でございます。

３款道支出金は、平成１６年度老人医療費

の精算による医療費負担金で、１,０４３万

５,０００円の追加でございます。

４款繰入金は、一般会計繰入金で４,９９

０万６,０００円の追加でございます。

５款繰越金は、前年度繰越金で２万７,０

００円でございます。

６款諸収入は、第三者納付金と雑入で２２

万２,０００円の追加でございます。
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以上、よろしく御審議のほどお願いを申し

上げます。

次に、議案第１３号平成１７年度富良野市

公設地方卸売市場事業特別会計補正予算につ

いて御説明申し上げます。

このたび提案いたしました富良野市公設地

方卸売市場事業特別会計補正予算（第３号）

は、歳入歳出それぞれ８６万円を減額し、歳

入歳出の総額を３,６３８万円にしようとす

るものでございます。

以下、その概要について、歳出から御説明

申し上げます。

８ページでございます。

１款総務費は、施設管理費と各種負担金の

執行残で、３０万円の減額でございます。

２款施設整備費は、施設整備事業費の施設

修繕料と防火区画改修工事費の執行残で、５

６万円の減額でございます。

３款公債費は、財源振替でございます。

次に、歳入について御説明申し上げます。

６ページに戻ります。

１款使用料及び手数料は、市場施設使用料

で５０８万７,０００円の減額でございま

す。

２款繰入金は、一般会計繰入金で４００万

円の追加でございます。

３款繰越金は、前年度繰越金で２２万７,

０００円の追加でございます。

以上、よろしく御審議のほどお願いを申し

上げます。

次に、議案第１４号平成１７年度富良野市

公共下水道事業特別会計補正予算について御

説明を申し上げます。

このたび提案いたしました富良野市公共下

水道事業特別会計補正予算（第３号）は、歳

入歳出それぞれ１,７４１万８,０００円を追

加し、歳入歳出の総額を９億４,４０８万３,

０００円にしようとするものと、債務負担行

為の補正で追加１件でございます。

以下、その概要について、歳出から御説明

申し上げます。

１２ページになります。

１款下水道費は、公共下水道事業基金積立

金の追加と、報償金、各種負担金、水洗化等

改造補助金、水処理センター管理運営費及び

環境事業費の減額で、差し引きいたしまして

１,７４１万８,０００円の追加でございま

す。

次に、歳入について御説明申し上げます。

８ページに戻ります。

１款分担金及び負担金は、特定環境保全公

共下水道事業受益者分担金と公共下水道事業

受益者負担金及び滞納繰り越し分で、１,２

４６万円の追加でございます。

２款使用料及び手数料は、公共下水道使用

料滞納繰り越し分及び公共下水道指定業者登

録手数料の増額分で、３２４万円の追加でご

ざいます。

５款繰入金は、一般会計繰入金で事業費の

減額に伴うもので、５９万９,０００円の減

額でございます。

６款繰越金は、前年度繰越金で５４４万

３,０００円の追加でございます。

７款諸収入は、支障物件移転補償費で３１

２万６,０００円の減額でございます。

戻りまして、４ページになります。

第２条債務負担行為の補正は、第２表のと

おり、国の債務負担行為に係る補助事業とし

ての公共下水道汚水管布設工事であり、限度

額を４,３６０万円として定めるものでござ

います。

以上、よろしく御審議のほどお願いを申し

上げます。

次に、議案第１５号平成１７年度富良野市

簡易水道事業特別会計補正予算について御説

明を申し上げます。

このたび提案をいたしました富良野市簡易

水道事業特別会計補正予算（第２号）は、歳

入歳出それぞれ４０万２,０００円を減額

し、歳入歳出の総額を１億１,５６９万８,０

００円にしようとするものでございます。

以下、その概要について、歳出から御説明

申し上げます。

８ページでございます。
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１款簡易水道費は、一般管理費の消費税と

簡易水道事業費の山部市街地区簡易水道配水

管移設工事費で、４０万２,０００円の減額

でございます。

次に、歳入について御説明を申し上げま

す。

６ページに戻ります。

３款繰入金は、一般会計繰入金で１１５万

３,０００円の減額でございます。

４款繰越金は、前年度繰越金で９１万９,

０００円の追加でございます。

５款諸収入は、山部市街地区簡易水道配水

管移設工事補償費及び量水器取りかえ負担金

で、１６万８,０００円の減額でございま

す。

以上、よろしく御審議のほどお願いを申し

上げます。

議案第１６号平成１７年度富良野市水道事

業会計補正予算について御説明申し上げま

す。

このたび提案いたしました富良野市水道事

業会計補正予算（第３号）は、収益的収入を

１５２万５,０００円減額し、収入予定額を

４億５９７万５,０００円とし、支出から２

６３万５,０００円減額し、支出予定額を４

億４８６万５,０００円にしようとするもの

であります。

資本的収入については、予算第４条本文括

弧書き中、不足する額１億４９５万４,００

０円を１億９０３万８,０００円に改め、資

本的収入から４０８万４,０００円を減額

し、７,９２５万６,０００円にしようとする

ものと、予算第５条に定めた企業債の限度額

７,２００万円を６,８００万円に定めるもの

でございます。

以下、その概要について、収益的支出から

御説明申し上げます。

１０ページでございます。

支出の１款水道事業費用は、消費税及び地

方消費税の追加と固定資産除却費の減額で、

差し引きいたしまして２６３万５,０００円

の減額でございます。

次に、収益的収入について御説明申し上げ

ます。

８ページでございます。

収入の１款水道事業収益は、量水器取りか

え負担金の１５２万５,０００円の減額でご

ざいます。

次に、資本的収入について御説明を申し上

げます。

１２ページでございます。

収入の１款資本的収入は、企業債及び一般

会計負担金で４０８万４,０００円の減額で

ございます。

以上、よろしく御審議のほどお願いを申し

上げます。

次に、議案第１７号富良野市財政調整基金

の処分について御説明を申し上げます。

本件は、富良野市財政調整基金条例第６条

の規定により、平成１８年度の事業費財源に

充てるため、財政調整基金を処分しようとす

るものでございます。

その内訳といたしまして、東４線道路改良

舗装事業の財源として２,５００万円以内、

道路舗装側溝改良事業の財源として１,５０

０万円以内、土地区画整理事業の財源として

１億２,０００万円以内をそれぞれ処分し、

合計１億６,０００万円以内を財政調整基金

から処分しようとするものでございます。

以上、よろしく御審議のほどお願いを申し

上げます。

次に、議案第１８号富良野市財政調整基金

処分額の変更について御説明を申し上げま

す。

本件は、富良野市財政調整基金条例第６条

の規定により、平成１７年度の事業費財源と

して、土地区画整理事業において１億３,０

００万円以内の処分を、平成１７年３月２２

日に議決をいただいたところでございます。

土地区画整理事業の円滑な事業推進に必要

とする土地について、土地開発基金による先

行取得により実施してまいりましたが、今

回、平成１６年度取得分の土地を、基金会計

から一般会計に買い戻しを行うに当たり、平
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成１５年度、平成１６年度に財政調整基金に

積み立てした土地区画整理事業関連の土地売

り払い収入相当額６,６１７万６,６４６円を

財源として購入しようとするものであり、土

地区画整理事業に充当するため、財政調整基

金から処分額を１億９,６１７万７,０００円

以内に変更しようとするものでございます。

以上、よろしく御審議のほどお願いを申し

上げます。

次に、議案第１９号富良野市教育基金の処

分について御説明を申し上げます。

本件は、富良野市教育金条例第６条の規定

により、平成１８年度の事業費財源に充てる

ため、教育基金を処分しようとするものでご

ざいます。

その内容といたしましては、市内に住所を

置く団体、または個人が青少年健全育成を目

的に子供会や少年団活動などにかかる備品等

を購入する場合に、予算の範囲内で要する経

費の２分の１を限度に補助する青少年育成補

助金の財源として、６０万円以内を処分しよ

うとするものでございます。

以上、よろしく御審議のほどお願いを申し

上げます。

次に、議案第２０号富良野市人事行政の運

営等の状況の公表に関する条例の制定につい

て御説明を申し上げます。

平成１６年、地方公務員法が改正され、人

事行政の運営等の状況の公表を規定した第５

８条の２が追加されたとろでございます。

任命権者は、市長に対し、職員の任用、給

与、勤務条件、分限及び懲戒など、人事行政

の運営の状況を報告しなければならないこ

と。公平委員会は、市長へ業務の状況を報告

しなければならないこと。報告を受けた市長

は、これを取りまとめ公表しなければならな

いことが規定されてございます。

本条例は、この地方公務員法第５８条の２

の規定に基づき、本職員の任免や給与、勤務

条件など、人事行政の運営等の状況を広く市

民にお知らせし、透明性を高めることによ

り、より適正な人事行政の運営を確保するた

め、新たに制定しようとするものでございま

す。

以下、順を追って御説明申し上げます。

第１条は趣旨、第２条は報告の時期、第３

条は報告事項、第４条は公平委員会の報告の

時期、第５条は公平委員会の報告事項、第６

条は公表の時期、第７条は公表の方法、第８

条は委任に関する規定でございます。

以上、よろしく御審議のほどお願いを申し

上げます。

次に、議案第２１号富良野市特別職の職員

で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する

条例の一部改正について御説明申し上げま

す。

まず、国民健康保険運営協議会の会長及び

委員の報酬につきましては、その諸君の性格

及び本市の他の非常勤特別職との整合性など

を勘案し、月額を日額に改め、また、半日額

を設けようとするものでございます。

次に、地域包括支援センター運営協議会委

員は、改正介護保険法第１１５条の３９に規

定される地域包括支援センターの設置、運

営、評価などに係る必要な事項を審議する機

関として、同条第４項に規定する厚生労働省

令で定める基準に基づき、運営協議会を設置

すことから、新たに加えようとするものでご

ざいます。

次に、地域福祉計画策定市民委員会委員及

び障がい者計画策定市民委員会委員は、計画

策定終了により削除しようとするものでござ

います。

次に、次世代育成支援地域協議会委員は、

次世代育成支援地域行動計画の事後評価、計

画の改善点の事業内容への反映を協議をする

協議会として、次世代育成支援対策推進法第

２１条に基づき設置することから、新たに加

えようとするものでございます。

以上、よろしく御審議のほどお願いを申し

上げます。

次に、議案第２２号富良野市長及び助役の

給与等に関する条例の一部を改正する条例の

一部改正について御説明を申し上げます。
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本件は、平成１７年第４回定例会におい

て、市長及び助役の給料月額を平成１８年度

中５％削減する提案をし、議決をいただいた

ところでございますが、この後提案いたしま

す職員給与の１０％上限とした削減提案と、

市財政状況の逼迫の事態を踏まえ、なお一層

理事者として身を挺して行政改革断行の姿勢

を示し、削減を実施すべく、市長及び助役の

給与月額のさらなる減額を行おうとするもの

でございます。

附則第６項は、削減率について、市長に

あっては任期期間の平成１８年４月分、助役

にあっては平成１８年４月、５月分の給料月

額について、昨年の提案に５％を上乗せした

１０％をそれぞれ減額しようとするものでご

ざいます。

附則第７項は、６月及び１２月の期末手当

の支給について、平成１８年度においては１

００分の１５の加算をしないことにしようと

するものでございます。

以上、よろしく御審議のほどお願いを申し

上げます。

次に、議案第２３号富良野市長及び助役の

給与等に関する条例の一部改正について御説

明申し上げます。

本件は、当市の厳しい財政状況を踏まえ、

出張旅費の日当を従来の考え方のうち、昼食

相当分を減額し支給しようとするもので、道

内出張２,５００円及び道外出張２,７００円

を、国の日当額の半額相当分である１,１０

０円に改め、道内外出張の宿泊料を国並に、

道内９,８００円、道外１万９００円に引き

下げ、外国旅費の食卓料を削除しようとする

ものでございます。

なお、附則第１項は施行期日、第２項は経

過措置に関する規定でございます。

以上、よろしく御審議のほどお願いを申し

上げます。

次に、議案第２４号富良野市教育委員会教

育長の給与及び旅費に関する条例の一部を改

正する条例の一部改正について御説明申し上

げます。

本件は、さきの議案第２２号と同様の理由

により、平成１８年４月及び５月分の教育長

の給料月額を１０％減額しようとするもので

ございます。

以上、よろしく御審議のほどお願いを申し

上げます。

次に、議案第２５号富良野市職員の給与に

関する条例の一部改正について御説明申し上

げます。

本市における財政状況は、地域経済の低迷

による市税の減収、国の三位一体改革に伴う

地方交付税の減額などにより歳入が減少し、

加えて施設管理費等の経常的な経費の増加な

どで、財政構造は硬直化が進み、非常に厳し

い財政運営を強いられている状況にあるた

め、これまでも行政改革推進計画に基づき、

人件費を初め事務事業の見直しを図り、市民

要望にこたえてきたところでございます。

しかしながら、市の財政は依然として逼迫

していることから、この状況改善のため、な

お一層の職員人件費の削減を行うこととし、

本条例を改正しようとするものと、平成１７

年度人事院勧告並びに国を参考に、勤勉手当

の年間における支給配分を改正しようとする

ものでございます。

第２１条第２項第１号は、一般職の６月及

び１２月勤勉手当の支給率を１００分の７

２.５に改正しようとするものでございま

す。

次に、附則については、第１項は平成１８

年４月１日から施行するものとし、第２項は

平成１８年度の給料に限り、職務の級の区分

に応じて傾斜的に１％から１０％の減額率に

より削減しようとするものでございます。

削減額は、率にして平均約７.８％の減、

額では職員一人当たり年間平均約４６万９,

０００円の減額になる見通しでございます。

以上、よろしく御審議のほどお願いを申し

上げます。

次に、議案第２６号富良野市職員の旅費に

関する条例の一部改正について御説明申し上

げます。
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本件は、さきの議案第２３号と同様の理由

により、職員の旅費を改めようとするもの

で、日当を北海道内外ともに１,１００円

に、宿泊料を道内９,８００円、道外１万９

００円に改め、外国旅費の食卓料を削除しよ

うとするものでございます。

なお、附則第１項は施行期日、第２項は経

過措置に関する規定でございます。

以上、よろしく御審議のほどお願いを申し

上げます。

議案第２７号富良野市山部地区生活改善セ

ンター設置条例の一部改正について御説明申

し上げます。

本件は、山部地区生活改善センター特殊浴

場の使用料について、平成１７年１０月１日

から北海道における公衆浴場入浴料金の統制

額が改正されたことを受け、同額を徴収する

ために本条例の一部を改正し、１８年４月１

日から施行しようとするものでございます。

山部地区生活改善センター特殊浴場使用料

につきましては、設置時より北海道の公衆浴

場入浴料金の統制額と同額で運営しているも

のでございます。

以上、よろしく御審議のほどお願いを申し

上げます。

次に、議案第２８号富良野市重度心身障害

者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関す

る条例の一部改正について御説明申し上げま

す。

本件は、障がい者自立支援法の成立に伴い

改正しようとするものでございます。知的障

がい者援護施設入所者は、公費負担医療費制

度により医療給付を受けておりましたが、障

がい者自立支援法の成立に伴い、医療費が実

費負担となることから、北海道医療給付事業

の認定要件に該当する入所者については、本

市の助成対象者とするため、第３条第３項を

削るものでございます。

以上、よろしく御審議のほどお願いを申し

上げます。

次に、議案第２９号富良野市介護保険条例

の一部改正について御説明申し上げます。

本件は、第２期介護保険事業運営期間が平

成１７年度で終了し、新たに平成１８年度か

ら平成２０年度までの第３期介護保険事業運

営期間が始まりますので、利用見込み等に基

づき、期間中の第１号被保険者の保険料率等

を改正しようとするものでございます。

その内容につきましては、第２条第１項は

事業運営期間と所得段階別保険料率の改正

で、保険料の改定率は現行費１８％の増とな

ります。その要因としては、在宅サービスの

基盤整備が進み、通所介護を初めとして全体

的な利用増を見込んだものでございます。

附則第１条は施行期日、附則第２条は税制

改正により適用される負担と税制改正がな

かった場合に適用される負担を比較し、その

負担の増加を一定程度に抑えるため、激変緩

和措置として平成１８年度及び平成１９年度

において負担軽減を図るための保険料率の特

例に関する規定でございます。

附則第３条は経過措置で、平成１７年度以

前分を遡及して賦課する場合は、改正前の保

険料の額とするものでございます。

以上、よろしく御審議のほどお願いを申し

上げます。

次に、議案第３０号富良野市公社営畜産基

盤整備事業分担金徴収条例の一部改正につい

て御説明申し上げます。

本条例は、平成１０年より４年間実施しま

した畜産基盤再編総合整備事業において、受

益者により分担金を徴収するため制定したも

のでございますが、平成１６年に事業名称が

変更されたことから改正しようとするもの

で、条例の題名を改め、第１条第１項の文言

を整理しようとするものでございます。

以上、よろしく御審議のほどお願いを申し

上げます。

次に、議案第３１号富良野市営住宅条例の

一部改正について御説明申し上げます。

本件は、平成１７年１２月、公営住宅法施

行令の一部を改正する政令が公布され、平成

１８年２月に施行されたことに伴い、条例の

一部改正を行おうとするものでございます。
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内容につきましては、第５条第５項は条項

の修正と対象となる事業の追加、同条第７号

は、公募によらずに公営住宅への入居が可能

となる事業の拡大でございます。

具体的には、これまで入居後に世帯人数の

増加等の事情変更があった場合に限定してい

た特定入居事由を見直し、入居者、または同

居者の世帯構成及び心身の現在の状況から見

て、事業主体が入居者を募集しようとしてい

る公営住宅に当該既存入居者が入居すること

が適切である場合に特定入居が可能と拡大さ

れたものでございます。

以上、よろしく御審議のほどお願いを申し

上げます。

議案第３２号から指定管理者の指定に係る

議案でございます。個別の説明の前に、総括

して御説明させていただきます。

議案第３２号から議案第４０号は、公募し

た９施設の指定管理者の指定、議案第４１号

から第４６号は、公募せずに指名した２８施

設の指定管理者の指定に係る議案でございま

す。

資料をごらんいただきたいと思います。

１ページは、選定委員会の委員名簿でござ

いますが、基本的には１０名の委員により指

定管理予定者の選定に当たってございます

が、一部の施設においては申し込み団体の取

締役を務めていることから、当該施設の審議

からは該当する委員を除斥し選定に当たって

ございます。

２ページから３ページには、公募した施設

並びに指名した施設に分け、申し込み団体、

審査日、審査方法、選定結果を一覧にしてご

ざいます。

審査は、公募した施設及び指名した施設と

もに、申し込み資格の確認、管理業務事業計

画書及び収支計画書の内容など、それぞれ提

出された書類の精査を行っております。

４ページから１２ページには、公募した施

設ごとに募集から選定結果に至る経過を記載

してございます。なお、募集段階では、公募

施設すべての施設において総合評点方式で審

査することとしておりましたが、申し込みが

１団体であった施設については、提出書類の

審査を行い、合議をもって選定してございま

す。

また、申し込みが重複した施設について

は、それぞれ団体の管理業務事業計画書及び

収支計画書の比較・検討を行い、農村環境改

善センター及びチーズ工房についは、提出書

類の内容を徴取する必要があるということで

面接も行い、総合評点により指定管理予定者

を選定しております。

１３ページから１８ページには、公募施設

において申し込みが重複した、日の出町駐車

場、農村環境改善センター、チーズ工房の採

点結果を委員別・項目別に記載してございま

す。

最後に、１９ページには指定管理料及び施

設使用料を一覧としてございますので、審議

の参考にしていただきたいと存じます。

それでは、まず公募した施設についての議

案について御説明申し上げます。

議案第３２号は、日の出町駐車場の指定管

理者の指定でございます。指定管理者に株式

会社富良野振興公社を、指定期間３年間とし

て指定しようとするものでございます。

次に、議案第３３号は、デイサービスセン

ターいちいの指定管理者の指定でございま

す。指定管理者に社会福祉法人富良野市社会

福祉協議会を、指定期間５年間として指定し

ようとするものでございます。

次に、議案第３４号は、デイサービスセン

ターやまべの指定管理者の指定でございま

す。指定管理者に社会福祉法人富良野あさひ

郷を、指定期間５年間として指定しようとす

るものでございます。

次に、議案第３５号は、自然休養村管理セ

ンターの指定管理者の指定でございます。指

定管理者に株式会社富良野振興公社を、指定

期間５年間として指定しようとするものでご

ざいます。

次に、議案第３６号は、農村環境改善セン

ターの指定管理者の指定でございます。指定
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管理者に株式会社富良野振興公社を、指定期

間５年間として指定しようとするものでござ

います。

次に、議案第３７号は、農業体験者滞在施

設の指定管理者の指定でございます。指定管

理者にふらの農業協同組合を、指定期間５年

間として指定しようとするものでございま

す。

次に、議案第３８号は、チーズ工房の指定

管理者の指定でございます。指定管理者に株

式会社ふらの農産公社を、指定期間５年間と

して指定しようとするものでございます。

次に、議案第３９号は、自然環境活用セン

ターの指定管理者の指定でございます。指定

管理者に山部商業協同組合を、指定期間５年

間として指定しようとするものでございま

す。

次に、議案第４０号は、富良野物産セン

ターの指定管理者の指定でございます。指定

管理者に株式会社富良野物産公社を、指定期

間５年間として指定しようとするものでござ

います。

次に、指名した施設についての議案につい

て御説明申し上げます。

議案第４１号から議案第４６号でございま

すが、これらの施設につきましては、いずれ

も富良野市公の施設に係る指定管理者の指定

手続きに関する条例第２条ただし書きの規定

に基づく、それぞれの施設設置条例の公募に

よらない指定管理者の指定の規定により、公

募することなく特定のものを指定管理者とし

ようとするものでございます。

議案第４１号は、地域会館の指定管理者の

指定でございます。朝日会館ほか１９館の指

定管理者に各地域会館運営委員会を、指定期

間５年間として指定しようとするものでござ

います。

次に、議案第４２号は、集落センターの指

定管理者の指定でございます。平沢集落セン

ターほか３館の指定管理者に各地域のセン

ター運営委員会などを、指定期間５年間とし

て指定しようとするものでございます。

次に、議案第４３号は、女性センターの指

定管理者の指定でございます。女性センター

の指定管理者に富良野消費者協会を、指定期

間３年間として指定しようとするものでござ

います。

次に、議案第４４号は、地域福祉センター

の指定管理者の指定でございます。地域福祉

センターの指定管理者に社会福祉法人富良野

市社会福祉協議会を、指定期間５年間として

指定しようとするものでございます。

次に、議案第４５号は、労働会館の指定管

理者の指定でございます。労働会館の指定管

理者に日本労働組合総連合会富良野地区連合

会を、指定期間５年間として指定しようとす

るものでございます。

次に、議案第４６号は、郷土芸能伝習館の

指定管理者の指定でございます。郷土芸能伝

習館の指定管理者に富良野市郷土芸能伝習館

運営委員会を、指定期間５年間として指定し

ようとするものでございます。

次に、議案第４７号富良野広域串内草地組

合規約の変更について御説明申し上げます。

本件は、地方自治法第２８６条第１項の規

定に基づき、規約の変更について議決を求め

るものでございます。

今般、富良野広域串内草地組合より、組合

に収入役を置かず、副管理者をしてその事務

を兼掌させるため、規約の一部変更について

議決の依頼があり、御承知のとおり規約の変

更については構成市町村の協議・議決が必要

なことから提案するものでございます。

その内容を御説明申し上げます。第８条第

４項は、組合に収入役を置かず、その事務を

副管理者が兼掌する旨の新たな規定でござい

ます。

第８条第１項同条第３項及び第９条は、文

言整理でございます。

なお、施行は知事の認可があった日からと

なります。

以上、よろしく御審議のほどお願いを申し

上げます。

議案第４８号市道路線の廃止について御説
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明申し上げます。

市道路線の廃止でございますが、路線番号

１８８５につきましては、地域センター病院

改築整備事業に伴う周辺道路の改築整備によ

り廃止しようとするものでございます。

なお、市道の総延長は、本路線の延長９

９.７７メートルの減で、７２１.６７キロ

メートルとなります。

以上、よろしく御審議のほどお願いを申し

上げます。

以上でございます。

────────────────────

散 会 宣 告

────────────────────

以上で、本日の日程は○議長（中元優君）

終了いたしました。

明３月１日の議事日程は、御配付のとおり

であります。

本日は、これをもって散会いたします。

午後 １時４３分 散会
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上記会議の記録に相違ないことを証するため、ここに署名する。

平成１８年２月２８日

議 長 中 元 優

署 名 議 員 佐 々 木 優

署 名 議 員 日 里 雅 至


